
令和６年度

水道土木奨学生募集要項

未来の流れを支える力、あなたへの奨学支援。

水道土木のプロフェッショナルを目指すあなたを応援します。
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１.代表理事挨拶

一般財団法人 水道土木振興財団

代表理事 松原 明男

水道土木は、私たちの日常生活において欠かすことのできない重要な役割を果たしていま

す。清潔な飲料水供給、排水処理、洪水管理など、水道土木技術は私たちの健康、環境、経済

に深い影響を及ぼしています。そのため、水道土木分野の専門家は、現代社会において不可

欠な存在となっています。

当財団は、この重要な分野における優秀な学生を支援し、彼らの学業とキャリアの発展を促

進する使命を担っています。私たちの奨学金プログラムは、若い才能を育て、持続可能な水道

土木に貢献する未来のリーダーを輩出することを目標としております。

ただ、水道土木関連学科は高度な技術や実務的なスキルを必要とするため、学生は学費や

教材費、生活費などの経済的負担に直面することがあります。財団の目的は、経済的に困難

な状況にある学生に対して奨学金を提供することで、学費や関連費用の負担を軽減し、学生

が学業に専念できる環境を整えることを目的として設立致しました。

今後、優秀な水道土木関連を就学した学生たちを支援することで、日本の水道土木工学の

発展に貢献していく活動を行って参ります。

若い才能を育て、
持続可能な水道土木に貢献する未来のリーダーを輩出する



この財団は、水道土木関連学科に就学する大学生で、学業及び人物が優れているにもかかわらず経済的理
由によって修学が困難な者に対し奨学援助を行い、社会に有用な人材育成と学術振興に寄与することを目
的とする。

1. 水道土木関連学科に就学する大学生への奨学金事業

2. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

２.財団概要

法人名 一般財団法人 水道土木振興財団

代表理事 松原 明男

設立年月日 令和６（２０２４）年１月４日

住所 東京都葛飾区西亀有1丁目26-17 松原ビル3F

URL https://watercef.org

（１）法人概要

（２）事業目的

代表理事 松原 明男 有限会社 城東興業 取締役

理事 戸田 裕典 弁護士法人ニューポート法律事務所 弁護士

理事 難波 正 プルデンシャル生命保険株式会社 副部長

評議員 松原 明慶 株式会社昇栄商事 代表取締役

評議員 粟村 圭吾 みのり税理士法人 代表社員/税理士

評議員 渡邊 彰太 渡辺畳工業有限会社 代表取締役

監事 矢野 ゆかり 有限会社城東興業 取締役

（３）役員名簿



３. 水道土木奨学生募集要項

１.応募資格

本財団の奨学生となる者は水道土木関連学科の大学に在籍し、次のいずれにも該当しなければならない。

（１）学資の援助をすることが必要であると認められる者

（２）将来の目標とする仕事や夢が明確に描けている者

（３）学業成績が優秀であること（下記に該当すること）

・大学、大学院入学時から直近までの学業成績において、ＧＰＡ（平均成績）が２．４以上であること

３.応募期間

出願受付：令和６(2024) 年 2月 1 日（木）～ 3 月 31 日（日）まで

一次選考：書類審査（令和６(2024) 年 4 月上旬）

二次選考：論文審査（令和６(2024) 年 4 月下旬）

４.採用者数

採用予定人数は 13 名程度。

採用の結果は、申請者へお知らせ致します。

但し、大学を経由して応募があった場合に限り、選考結果は大学に通知致します。

５.応募方法

応
募
書
類

１.願書（顔写真貼付）※様式は当財団HPよりダウンロードができます。

２.学生証のコピー

３.収入を証明できる書類（家計支持者の前年度分の源泉徴収票など）

４.成績証明書（出願受付期間内に発行されたもの）

５.標準化GPA計算書

２.奨学金

給与額 ：年額 36 万円（返還義務はありません）

給与期間：令和６(2024)年 4 月～令和7(2025)年 3 月

給与方法：月額 3 万円の 6 ヶ月分（18 万円）を年 2 回、本人銀行口座に振り込みます。



7.結果通知

選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。応募書類は返却できません。なお、応募書

類に記載されている個人情報は、個人情報保護に関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。

（合格後提出書類）

合格となった場合、奨学金受領指定書及び預金通帳等振込先が確認できるもののコピーを提出いただき

ます。

•奨学金受領指定書
•預金通帳の店番号、口座番号掲載部分のコピー

8.奨学生の義務

（中間報告書及び終了報告書）

奨学金受給中に 1 回、中間報告書（指定書式）により学生生活等の経過報告を行ってください。

受給期間が終了したときは、終了後 1 か月以内に、終了報告書（指定書式）を提出して下さい。中間報告

書又は終了報告書の提出がない場合は、給付済み奨学金の一部または全額の返還を求めることがあり

ます。

また、提出いただいた内容の一部を個人情報が特定されない形にて当財団の活動報告としてＨＰに掲載

させていただくことがあります。

応
募

＜応募先＞

一般財団法人 水道土木振興財団 奨学金事務局宛

〒124-0002

東京都葛飾区西亀有1丁目26-17 松原ビル3F

E-mail: info@watercef.org

※書類持参での申し込み受け付けは行っておりません。

E-mailにてご提出下さい。

出願受付：令和6（2024）年2月１日（木）～3月3１日（日）当日必着

６.二次選考

一次選考通過者のみ以下の論文を提出いただきます。

＜論文テーマ＞『水道土木工学の役割と未来について』

（論文には、① なぜ水道土木学科の大学へ進学したのか、② 将来の夢及び目指す職業について、具体的に

記載するようにしてください。論文は400 字詰め原稿用紙 2 枚程度でパソコン／自署、いずれも可。）



４.お問合せ

一般財団法人 水道土木振興財団 事務局

〒124-0002 東京都葛飾区西亀有1丁目26-17 松原ビル3F

ＭＡＩＬ： info@watercef.org

ＵＲＬ：https://watercef.org

（お問い合わせは上記メールにてお願い致します）

9.奨学金の停止又は打ち切り

奨学生が次のいずれかに該当した場合は、奨学金を停止又は打ち切ることがあります。

（1）傷病のため成業の見込みがないとき。

（2）素行が不良となったとき。

（3）奨学金を必要としなくなったとき。

（4）奨学金の使途が適当でないとき。

（5）休学が適当でないとき。

（6）退学したとき。

（7）在学学校で処分を受けたとき。

（8）願書ならびに届出の内容に虚偽があったとき。

（9）その他応募資格に定める奨学生としての資格を失ったとき。

10.その他注意点

（他奨学金との併願について）
併願・併給は可。
※併願・併給がある場合は、奨学生願書に記載してください。

（届出の義務）

奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には当財団に直ちに届出行っていただき
ます。

（1）傷病その他の事故により１カ月以上欠席したとき。

（2）休学、復学、退学したとき。

（3）本人の住所、その他重要な事項に変更のあったとき。



https://watercef.org
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